
船舶事故等調査報告書 

平成２７年４月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４神第９６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年８月８日 １２時５０分ごろ 

発生場所 兵庫県東
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地区ボートパーク前面水域 

 東播磨港二見南防波堤灯台から真方位３２１°１,０２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４１.７９′ 東経１３４°５２.７６′） 

事故等調査の経過  平成２６年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 小型兼用船 住吉
すみよし

丸、４.７トン 

ＨＧ３－６００１４（漁船登録番号）、個人所有 

   第２６０－４２６７６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート MARIYA
マ リ ヤ

、２.４トン 

   ２６０－４５０４２兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 両舷外板に破損、中央隔壁に亀裂 

Ｂ ドライブユニットに破損、プロペラに曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、二見地区ボートパークにおい

て、‘係留杭の撤去及び新設工事’（以下「本件工事」という。）の警

戒作業に就いており、ボートパークの北側の前面水域において、クレ

ーン台船の後方でクレーン台船に船首を向けて機関を用いて停留して

いたところ、船長Ａが、左舷方に作業区域へ近づいてくるＢ船を認め

た。 

船長Ａは、Ｂ船がボートパークに係留する船であり、本件工事が行

われることを知っているはずなので、いずれ進路を変えてＡ船の船尾

方を航行するものと思ってＢ船から目を離し、右舷方の状況を確認し

た後に左舷方に向き直ったところ、Ｂ船の船首がＡ船の船橋に向かっ

て接近していたので衝突のおそれを感じ、機関を後進としたが間に合

わず、平成２６年８月８日１２時５０分ごろ、Ａ船の左舷中央部とＢ

船の船首とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人３人を乗せ、約１１ノット

の速力で、東播磨港を二見地区ボートパークに向けて西進していた。 

 船長Ｂは、左舷前方にクレーン台船を認め、クレーン台船の船尾を

見ながら航行していたところ、クレーン台船の船尾からワイヤが海中



に延びており、ワイヤを避けるために針路を右に転じてワイヤとの間

隔をとった後に元針路に戻した際、クレーン台船から大きな音が聞こ

えたので、左舷方となったクレーン台船を見ていたところ、Ｂ船とＡ

船とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝撃を感じて主機の回転数を下げた後、右舷方の至近に

Ａ船の操舵室があることに気付き、Ｂ船が衝突してＡ船に乗り揚げた

ことを知り、しばらくしてＢ船が着水したので船長Ａと協議した後、

自力で航行してボートパークに着桟した。 

 気象・海象 気象：天気 しゅう雨、風向 北北東、風力 ３ 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮高 約０.３ｍ 

 その他の事項  Ａ船は、甲板上高さ約６ｍに、警戒船と書かれた約１ｍ四方の赤い

旗を掲げていた。 

 船長Ｂは、本件工事が行われることを知っていたものの、出港の際

にクレーン台船を認めなかったので、本件工事が開始されるのはまだ

先だと思っていた。 

 ボートパークの前面水域は、対岸まで約１７０ｍの可航幅があり、

本件工事施工会社は、対岸から約１２０ｍの水域を一般船舶の通航路

とすることをボートパークの利用者に書面で通知していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、東播磨港の二見地区ボートパーク前面水域で停留中、船長

Ａが、左舷方に本件工事の作業区域へ近づいてくるＢ船を認めたもの

の、いずれ進路を変えてＡ船の船尾方を航行するものと思ってＢ船か

ら目を離し、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船がＡ船

に接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

 Ｂ船は、東播磨港の二見地区ボートパーク前面水域で西進中、船長

Ｂが、左舷方のクレーン台船に注意を向け、見張りを適切に行ってい

なかったことから、Ａ船に向けて航行していることに気付かず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、東播磨港の二見地区ボートパーク前面水域において、Ａ

船が停留中、Ｂ船が西進中、船長Ａが、左舷方に本件工事の作業区域

へ近づいてくるＢ船を認めたものの、いずれ進路を変えてＡ船の船尾

方を航行するものと思ってＢ船から目を離し、見張りを適切に行って

おらず、また、船長Ｂが、左舷方のクレーン台船に注意を向け、見張

りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・見張りを適切に行うこと。 

 


